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令和６年度定期監査兼行政監査の結果に関する報告書について（提出） 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく監査、並びに蓮

田白岡衛生組合監査基準第２条に基づく標記監査を実施したので、その結果に関す

る報告書を提出します。  
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第１  監査の概要 

 

１ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく監査並びに

蓮田白岡衛生組合監査基準第２条に基づく監査 

 

２ 監査のテーマ 

粗大ごみ収集について 

 

３ 監査の目的 

   蓮田白岡衛生組合で処理している粗大ごみのうち、予約申し込みにより自宅

から収集する一連の業務について、関係法令等に基づき適切に処理されている

か、市民サービスに寄与しているか並びに事務の効率化が図られているかに着

眼し、監査を実施した。 

 

４ 監査の対象及び範囲 

   粗大ごみ収集に関連する業務委託及びシステムの借上や業務に必要な書類の

作成業務並びに受付業務委託先の現地調査 

 

５ 監査の期間 

   監査期間  令和７年１月２０日（水）～令和７年１月２８日（火） 

   監 査 日  令和７年１月２８日（火） 

 

６ 監査の項目及び着眼点 

  (1) 契約事務は関係法規に従い適切に実施されているか 

(2) 効率的に業務が執行されているか 

(3) 市民にニーズに適切に対応しているか 

(4) 受益者負担は適切か 

  (5) 予算の執行状況は適切か 

 

７ 監査の方法 

担当課から契約状況等に係る関係書類の提出を求め、監査するとともに、所

属長からのヒアリング及び現場調査を実施した。 

 

 

 

 

 



第２ 監査の結果  

 

１ 粗大ごみ収集の概要 

   粗大ごみは、４５リットルの有料指定ごみ袋に入らないものと定義されており、

処分方法は、事前予約による各家庭からの収集並びに蓮田白岡衛生組合への直接

持ち込みの二種類となっている。 

   このうち、各家庭からの粗大ごみ収集は、平成１２年４月から開始された有料

指定ごみ袋制度による収集及びごみの分別を４分別から６分別へ変更したこと

にあわせて、開始した業務である。 

   なお、市民が粗大ごみを処分する際には、受付業者に電話で事前予約したのち、

収集業者への引き渡し時に、手数料を現金で直接支払うこととしており、その金

額については、蓮田白岡衛生組合廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例

及び同施行規則において、１点につき１，９０５円の範囲内で品目別に規定され

ている。 

なお、組合で行う粗大ごみ収集に係る業務は、以下のとおりである。 

(1) 粗大ごみ収集業務委託 

(2) 粗大ごみ収集受付及び指定ごみ袋注文受付業務委託 

(3) 集金事務委託 

(4) 粗大ごみ収集手数料領収書作成業務 

(5) 粗大ごみ・指定ごみ袋納付書発行システム借上業務 

   また、粗大ごみ収集の主な流れは以下のとおりである。（次頁図参照） 

   【収集前】 

① 申込者から受付業者へ電話による予約申し込み 

② 受付業者から組合及び収集業者へ受付内容を連絡 

③ 収集業者から申込者へ収集日時等の連絡 

④ 粗大ごみ収集及び手数料の領収 

⑤ 粗大ごみを組合へ搬入 

   【収集後】 

① 収集業者から組合へ日報の提出 

② 納付書発行システムに実績入力 

③ 半月毎に組合から収集業者へ納入通知書を発行し、処理手数料を請求 

④ 収集業者及び受付業者から月次報告及び委託料の支払い 

 

    



 



２ 粗大ごみ収集に係る個別業務 

(1) 粗大ごみ収集業務委託 

  粗大ごみ収集業務委託は、蓮田市及び白岡市内の一般家庭から排出される粗大ご

みを予約申し込みにより、各家庭の玄関先などから個別収集を行う業務である。 

  収集業者は、受付業者から受付内容について、ＦＡＸで連絡を受けたのち、収集

申込者に対して収集日時を電話連絡後、申込者宅を訪問し収集作業を実施する。 

  主な業務内容等は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 業務委託契約にあたっては、昭和５０年に制定された「下水道の整備に伴う一般廃

棄物の合理化に関する特別措置法」の趣旨に則り、蓮田市及び白岡市のし尿を収集し

ている上記の受託者とそれぞれ随意契約により、契約を締結している。 

 なお、平成２８年度以前は単年度契約としていたが、平成２９年度以降は３か年の

複数年契約としている。 

平成２９年度からの委託料の推移は以下のとおりである。 

 

6,905,628 7,342,164 7,487,934 
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蓮田地区 白岡地区

項 目 内 容 

収集日及び時間 

月曜日～金曜日  午前８時３０分～午後４時３０分 

第１・第３土曜日 午前８時３０分～正午 

（祝日・年末年始を除く） 

収集場所 
申込者の玄関先（１階） 

（集合住宅の場合は、集積所） 

収集品目数 １世帯につき最大５品目又は５点まで 

人員 

１車両当たり２名以上 

※集金事務員が同乗する場合は、収集運搬に係る人員

を１車両当たり１名以上とすることができる 

受託者 
蓮田地区 宇佐見産業株式会社 蓮田支店 

白岡地区 有限会社 西野商事 



 また、過去３か年の粗大ごみ収集実績は以下のとおりである。 

 

 

(2) 粗大ごみ収集受付及び指定ごみ袋注文受付業務委託 

粗大ごみ収集受付及び指定ごみ袋注文受付業務委託は、蓮田市及び白岡市の家

庭から排出される粗大ごみの収集申込の受付及び蓮田白岡衛生組合指定ごみ袋取

扱店からの注文受付を行うものである。 

なお、今回の監査では、上記業務委託のうち、粗大ごみ収集受付に係る業務の

みを監査対象とした。 

粗大ごみ収集受付は、市民からの電話による受付業務で、住所、氏名、連絡先、

収集品目及び収集希望日等について聞き取りを行い、１日ごとに受付内容を取り

まとめのうえ、組合へは電子メール、収集業者へはＦＡＸで受付データを送付す

るものである。 

主な業務内容は、以下のとおりである。 
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粗大ごみ収集実績

件数（蓮田） 件数（白岡） 品目数（蓮田） 品目数（白岡）

項 目 内 容 

予約受付時間 
月曜日～金曜日  午前８時３０分～午後５時 

（祝日・年末年始を除く） 

予約受付データの整理 
① 粗大ごみ収集予約個別票日報 

② 粗大ごみ収集及び問い合わせ等に関する連絡票 

予約受付データの送付 
組  合  上記①及び②（電子メール） 

収集業者  上記①（ＦＡＸ） 

受託者 株式会社 クリーン工房 

オペレーター人数 １名（繁忙期は２名対応） 

受付回線 ２回線 
蓮田局 ０４８－７６６－５３５３ 

白岡局 ０４８０－９２－７３００ 



 なお、契約は、指名競争入札により平成２４年度から３か年の複数年契約を締結 

としている。平成３０年度からの委託料の推移は以下のとおりである。 

 

 

また、令和３年度からの粗大ごみ収集受付実績は以下のとおりである。 

 

 

(3) 集金事務委託業務 

集金事務は、蓮田白岡衛生組合手数料徴収事務の委託に関する規程に基づき委託

し、粗大ごみ及びし尿の収集にあわせて市民から手数料を徴収することにより、市

民の利便性に配慮している。 

なお、今回の監査では、上記業務委託のうち、粗大ごみ収集に係る業務のみを監

査対象とした。 

また、手数料の集金は、組合が発行する３枚複写の粗大ごみ収集手数料領収書に

より、実施している。 
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主な業務内容は、以下のとおりである。 

なお、平成２８年度以前は単年度契約としていたが、平成２９年度以降は３か年

毎の複数年契約としている。 

平成２９年度からの委託料の推移は以下のとおりである。 
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集金事務委託料（円）

項 目 内 容 

実施日等 

月曜日～金曜日  午前８時３０分～午後４時３０分 

第１、第３土曜日 午前８時３０分～正午 

（祝日・年末年始を除く） 

粗大ごみ収集手数料領収書

の受け渡し 

収集日の前日（１営業日前）に連絡ボックスを使用して受

け渡しを行う 

手数料の領収 

収集日当日に品目及び大きさの確認を行い、手数料額に誤

りがないか確認し、現金で手数料を領収する。 

予約した内容と異なる場合は、粗大ごみ収集手数料の金額

をその場で手書き修正し、現金で手数料を領収する。 

日報の報告 

当日 
件数及び金額をまとめた日報並びに粗大ごみ収集手数料領

収書の組合控えを提出する。 

翌日 
粗大ごみ収集作業日報により収集件数及び金額等を報告す

る。 

報告のとりまとめ 

１箇月分の実績について、１日から１５日分まで及び１６

日から月末までの２回に分けて報告するとともに、月次報

告を行う。 

委託業者 

蓮田市分 宇佐見産業株式会社 蓮田支店 

白岡市分 有限会社西野商事 



 また、令和３年度からの収集受付実績は以下のとおりである。 

 

 

(4) 粗大ごみ収集手数料領収書作成業務 

粗大ごみ収集手数料領収書は、粗大ごみの処理手数料を徴収する際に使用する３

枚複写の伝票で、年間３，０００枚程度を随意契約（見積もり合わせ）により作成

している 

なお、各年度における契約状況等の状況は以下のとおりである。 

 

 

(5) 粗大ごみ・指定ごみ袋納付書発行システム借上業務 

粗大ごみ・指定ごみ袋納付書発行システム借上は、粗大ごみ収集及び指定ごみ袋

の注文受付等に係る「粗大ごみ・指定ごみ袋納付書発行システム」並びに付属機器

類について、借り上げるものである。 

なお、今回の監査では、上記借上のうち、粗大ごみ収集受付に係る範囲のみを監

査対象とした。 

  また、各年度における契約状況等の状況は次頁のとおりである。 
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集金件数実績

蓮田地区 白岡地区

年度 契約年月日 作成部数 契約金額 契約の相手方 

令和３年度 
R3.12.16 3,000枚 49,830円 文進堂印刷株式会社 

R4.2.22 3,000枚 49,830円 文進堂印刷株式会社 

令和４年度 R4.8.26 3,000枚 51,975円 文進堂印刷株式会社 

令和５年度 R5.10.19 3,000枚 51,975円 文進堂印刷株式会社 

令和６年度 R6.6.28 3,000枚 54,450円 文進堂印刷株式会社 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納付書発行システム借上に係る主な機器類は以下のとおりである。 

対象機器等 数量 

システム運用サーバー １式 

ドットプリンター １式 

納付書発行システム １式 

クライアントライセンス １式 

サーバーライセンス １式 

 

賃貸借期間 平成２８年６月１日～令和３年５月３１日 

変更契約年月日 令和元年１０月１日 

年間支払額 

平成２８年度 1,812,240円        

平成２９年度 2,174,688円        

平成３０年度 2,174,688円        

令和元年度 2,178,168円        

令和２年度 2,181,648円        

令和３年度 363,608円        

契約方法 指名競争入札 

契約の相手方 
富士通リース株式会社 関東支店 

株式会社内田洋行 営業本部 

賃貸借期間 令和３年６月１日～令和４年３月３１日 

年間支払額 令和３年度 1,079,430円 

契約方法 随意契約 

契約の相手方 
富士通リース株式会社 関東支店 

株式会社内田洋行 営業統括グループ 

賃貸借期間 令和４年４月１日～令和９年３月３１日 

年間支払額 

（令和６年度以降

は支払見込額） 

令和４年度 2,112,000円        

令和５年度 2,112,000円        

令和６年度 2,112,000円        

令和７年度 2,112,000円        

令和８年度 2,112,000円        

契約方法 指名競争入札 

契約の相手方 
富士通リース株式会社 関東支店 

株式会社内田洋行 営業統括グループ 



３ 粗大ごみ処理に係る歳入歳出状況 

 各年度における粗大ごみ収集処理手数料（歳入）及び粗大ごみ収集に係る業務

（歳出）の決算状況は以下のとおりである。 

 

 件名 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

歳入 粗大ごみ処理手数料 7,268,430 6,978,110 6,801,610 

歳出 

粗大ごみ収集業務委託 16,683,590 15,906,990 16,384,720 

粗大ごみ収集受付及び 

指定ごみ袋注文受付業務委託 
4,039,200 4,078,800 4,092,000 

集金業務委託 2,351,580 2,265,560 2,655,950 

粗大ごみ・指定ごみ袋納付書 

発行システム借上料 
1,443,038 2,112,000 2,112,000 

粗大ごみ収集手数料領収書 49,830 51,975 51,975 

小計 24,567,238 24,415,325 25,296,645 

歳入と歳出との差（歳入－歳出） △17,298,808 △17,437,215 △18,495,035 

 

第３ むすび 

 

  家庭から排出される粗大ごみは、一般廃棄物に該当し、市町村は、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律第６条の２の規定により、一般廃棄物の処理について、統括

的な責任を有している。 

  粗大ごみ収集に当たっては、申込者立会いのもと収集品目を現場でチェックした

のち、予約時の品目や手数料に相違がないか確認した上で収集することとしており、

申込者との間に問題が生じないよう配慮している。 

  また、手数料の徴収を粗大ごみ収集時に申込者立会いのもと行うことで、未納の

リスクが極めて低減されることから、過去３か年における未納事例は発生していな

い。 

  一方で、粗大ごみ収集に係る手数料は、品目や大きさにより規定されており、重

量に関しての明確な基準が示されていないことや、電話での予約受付が平日の昼間

に限定されていること並びに手数料の支払い方法が現金に限られていることなど

は、市民の利便性や事務の効率化の観点からも今後の課題とすることが望まれる 

以下、提言・要望を述べ、監査結果のむすびとする。 

 

【提言・要望事項】 

１ 収集受付業務の効率化について 

(1) 受付データの送受信について 

粗大ごみ収集受付における受付業者からのデータ送信は、組合へは電子メー

ルで、収集業者へはＦＡＸで行う二重構造となっている。 

受付データの送受信については、個人情報を取り扱うことから高度な安全性



や正確性が求められるが、経費節減や事務効率向上の観点からデータ送受信の

電子化や自動化を図ることについて、検討されたい。 

 

(2) 収集受付方法について 

市民からの粗大ごみ収集予約は、平日の昼間、オペレーターが電話により住

所、氏名及び収集品目等について聞き取りを行うことにより実施している。 

電話での聞き取りは、オペレーター個人の知識や経験に委ねられている面も

あり、人材育成や技術の継承などの課題も考えられるほか、生活様式の多様化に

伴い市民ニーズも変化していると思われることから、ニーズ等を把握し、受付業

務の合理化やＩＴ化に向けた検討を進められたい。 

 

２ 粗大ごみ収集に係る経費について 

令和５年度決算における粗大ごみ収集に係る経費を見ると、歳入は粗大ごみ処理

手数料として 6,801,610 円、歳出は５件の業務の合計として 25,296,645 円となっ

ている。 

家庭から排出される廃棄物の処理責任は市町村にあることから、一定程度の経費

の負担はやむを得ない面もあるが、近隣自治体の取組み等を参考にしながら粗大ご

みの収集に係る適切な受益者負担について、今後の検討課題とされたい。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４ 資 料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



粗大ごみ収集の概要 

 

１ 粗大ごみの定義   

４５リットルの有料指定ごみ袋に入らないもの 

 

２ 粗大ごみの出し方  

種 別 出し方 事前予約 

自宅まで引取り 
電話による申し込みにより委託業

者が自宅まで回収に伺う 
必要 

環境センターへ持込み 
排出者自ら自家用車等で環境セン

ターへ持込みを行う 
必要なし 

 

３ 申込方法 

(1) 粗大ごみ受付センターへ電話で予約する 

・受  付  時  間  平日の午前８時３０分～午後５時 

・受付時の確認事項  住所、氏名、連絡先、収集希望日、収集品目（５点まで） 

 

４ 収集方法 

(1) 自宅の玄関先で収集する（集合住宅の場合は、ごみ集積所から収集） 

(2) 収集時に立会いのうえ、収集処理手数料を支払う 

 

５ 収集時間 

(1) 平日 

   午前８時３０分～午後４時３０分 

(2) 第１・第３土曜日 

   午前８時３０分～正午 

 

６ 粗大ごみ収集処理手数料 

   １品につき１，９０５円の範囲内で品目別に定める額 

     ・蓮田白岡衛生組合廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例第３２条の

２、別表第２ 

     ・蓮田白岡衛生組合廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例施行規則第 

３２条第５項別表第２ 

 

７ 粗大ごみ収集に係る事業 

 (1) 粗大ごみ収集業務委託 

 (2) 粗大ごみ収集受付及び指定ごみ袋注文受付業務委託 

 (3) 集金業務委託 

 (4) 粗大ごみ収集手数料領収書（印刷製本） 

 (5) 粗大ごみ・指定ごみ袋納付書発行システム借上 



粗大ごみ収集の流れ

収集業者 蓮田白岡衛生組合

受付業者

受付業者

収集業者 蓮田白岡衛生組合

収集まで

収集後

申込者 ①予約申し込み（電話）

②受付終了後に内容を伝える

組合へメール、収集業者へFAX

③収集日の確認と収集

時間を伝える（電話）

④粗大ごみ収集手数料領収書交付

①日報報告

②納付書発行シス

テムに実績入力

③半月毎の集計報告

処理手数料納通発行（半月毎）

処理手数料入金

④月次報告

収集業務及び集金業務委託料支払

④月次報告

注文受付業務委託料支払

⑤収集・支払



粗大ごみ収集業務委託消込作業 

 

 



自転車（子供用・大人用） 477

分類 種別 品　目 料金（円・税別）

品
製
化
電
用
庭
家

音響・
ＯＡ機器

ステレオセット（コンポ） 953
プリンター 477

電化製品

除湿機・冷風機
フロンガスが封入されている物 953
フロンガスが封入されていない物 477

石油ストーブ・ファンヒーター 477
扇風機、電気こたつ、掃除機 477
照明器具 477

調理用
器具

電子レンジ・オーブンレンジ 477
食器洗浄機、ガスレンジ 477

具
寝
・
納
収
ア
リ
テ
ン
イ インテリア

・家具類

カーペット類
（電気カーペット含む）

２畳超 953
２畳以下 477

畳、ドレッサー 953
テーブル・机・学習机 別表に掲げる料金とする。

椅子・ソファー
２人掛以上 953
１人掛 477

収納用品

カラーボックス・衣装ケース 別表に掲げる料金とする。
たんす・戸棚類・食器棚 別表に掲げる料金とする。

物置・ロッカー 別表に掲げる料金とする。
（床面積１㎡を超える物は収集できません。）

寝具類

シングル・ダブルベッド 本体＋マットレス 1,905
スプリング付マットレス マットレスのみ 953
スプリングなしマットレス マットレスのみ 477
ふとん 掛・敷・こたつぶとん・毛布等 477

粗大ごみ収集処理料金表(参考）

寸　法 金額（円・税別） 立方体の寸法は前面の幅と高さの合計とする。
　（奥行きは含まないものとする。）
平面体の寸法は縦と横の合計とする。
長尺物の寸法は長さとする。（５ｍ以内とする。）

135cm以下 477
135cm超～ 270cm以下 953
270cm超 1,905

分類 種別 品　目 料金（円・税別）

品
用
日
・
楽
娯
・
味
趣

スポーツ
用品

スキー板・スノーボード スキー板は２枚・ストック２本で１組 477
ゴルフバッグ クラブは別 477
ゴルフクラブ 14本で１組 477

楽器・
趣味

電子オルガン・電子ピアノ
スタンド型 1,905
キーボード型 953

ミシン
卓上型以外 953
卓上型 477

編み機 477

レジャー 
用品

バーベキューグリル 477
スキーキャリア １対で１組 477
サマーベッド 477
キャリーバッグ・スーツケース 477
ビーチパラソル・テント 477

健康器具
マッサージチェア 1,905
健康器具 別表に掲げる料金とする。

遊具・
子供用品

ベビーカー、チャイルドシート 477
一輪車・三輪車・歩行器 477
玩具（おもちゃ） 別表に掲げる料金とする。

ペット用品 犬小屋・ケージ・サークル 別表に掲げる料金とする。

園芸・ 
日曜大工

草刈機・芝刈り機
動力あり 953
動力なし 477

スコップ類 477
棒・筒状のもの 束ねた直径が10ｃｍ以下を１点とする。 477
はしご・脚立 別表に掲げる料金とする。

板材・建具 別表に掲げる料金とする。
（厚さ５ｍｍ以下は３枚までを１点とする。）

日用品 物干し台（１基） コンクリート台含む 477
物干し竿 ５ｍ以内 477
アイロン台、ふとん干し 477

●各料金には消費税が含まれておりませんので、料金のお支払いの際には合計額に消費税を加算し、
　10円未満を切り捨てた料金となります。
●事業系の粗大ごみ及び産業廃棄物の収集は行いません。
●組合で指定する４５リットルの指定ごみ袋に入らないものは、粗大ごみ扱いとなります。
●収集困難物や処理困難物は取り扱いできない場合があります。

鏡・姿見 477

【別表】  ※料金表にない品目については、下記の表の寸法に準じた料金となります。
              ※その品目としての最小形状の寸法とします。
              ※測り方は右の図を参考にしてください。 ③

長
尺
物
　長
さ

③
長
尺
物
　長
さ

測
り
方

①

②
③

①立方体
幅 ＋ 高さ
①立方体
幅 ＋ 高さ

高
さ
高
さ

縦縦 長
さ
長
さ

幅幅 横横

②平面体
縦 ＋ 横
②平面体
縦 ＋ 横



蓮田白岡衛生組合廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例 

（廃棄物処理手数料等） 

第 32 条の２ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 227 条の規定により、組合が徴

収する一般廃棄物処理手数料及び一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の処理

手数料は、別表第２に掲げる区分に応じ算定した額に消費税及び地方消費税率を乗じ

て得た額とする。この場合において、１円未満の端数が生じたときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。ただし、別表第２中の区分において、多人数の出入する場

所及び簡易水洗便所等並びに粗大ごみ、組合で指定する場所に搬入するときの手数料

については、消費税及び地方消費税率を乗じて得た額に 10 円未満の端数が生じたと

きは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

２ 前項の手数料を算定する基礎となる数量及び人員等は、管理者の認定するところに

よる。 

３ 第１項に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。 

 

 

蓮田白岡衛生組合廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例施行規則 

（廃棄物処理手数料の徴収方法） 

第 32 条 条例第 32 条の２第３項の規定による廃棄物処理手数料の徴収は、次の各号に

より行うものとする。この場合において、条例別表第２表中の区分ごとに徴収するも

のとし、その徴収ごとの金額の合計額に消費税及び地方消費税を乗じた額とする。 

(１) し尿については、組合の発行する清掃券（様式第 33 号）、し尿収集手数料領収

書（様式第 34 号）又は納入通知書兼領収書（様式第 35 号）による。 

(２) 粗大ごみについては、粗大ごみ収集手数料領収書（様式第 36 号）による。 

(３) 組合で指定する場所に搬入する場合の一般廃棄物及び産業廃棄物については、

計量票兼領収書（様式第 37 号）による。ただし、金銭登録機によって収納するとき

は、これを省略することができる。 

(４) 条例第 14 条第１項に規定する指定ごみ袋に係る廃棄物処理手数料は、指定ご 

み袋の交付による。 

(５) 前４号の規定にかかわらず、管理者が特に他の方法によることが適当と認める

ときは、その方法による。 

２ 前項第１号の清掃券は、次の３種類とする。 

均等割券 １人券 ２分の１券 

３ 既に交付した清掃券は、現金と引き替えることができない。ただし、管理者が必要

と認めたときは、この限りでない。 

４ 第２項に規定する清掃券にて手数料を支払うときは、くみ取りの際、くみ取り人に

対し人数に相当する清掃券を渡さなければならない。 

５ 条例別表第２中に規定する粗大ごみの処理手数料は、別表第２に定める額とし、徴

収すべき金額に 10 円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。 

６ 管理者は、手数料の徴収等に関し、管理者が適当と認めた者に事務の一部を委託す

ることができる。 
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別表第２（第32条の２関係）

種別 区分 単位 手数料 備考

し尿

(１)　一般家庭
１人につき 月額334円 (１)　便槽１ケ月１回を基準とする。

ただし、便槽２ケ所以上汲取の場

合は、１ケ所増す毎に割り増し料

として、基準料金の１／２を加え

た額とする。

１世帯につき 月額382円

(２)　多人数の出入する場所 10ι 86円

(２)　改良便所を使用する世帯につ

いては、便槽１槽につき月額334

円（１人１ケ月分）を加算する。
(３)　簡易水洗便所等 10ι 86円

(３)　簡易水洗便所等水を使用する

汲取便所は汲取量に10ιにつき

86円を乗じた額とする。

上記以外の

一般廃棄物

燃えるごみ及び燃

やせないごみ

45ι用１袋につ

き
48円

30ι用１袋につ

き
38円

管理者の指定する容器（指定ごみ

袋）とする。

(１)　一般家庭
20ι用１袋につ

き
28円

粗大ごみ（戸別収

集するもの）
１品につき1,905円の範囲内で品目別に規則で定める額

組合で指定する場

所に搬入するとき
10㎏につき 220円

総重量が10㎏未満のときは、10㎏と

みなし、総重量が10㎏を超える場合

は、10㎏未満の端数を四捨五入す

るものとする。

(２)　事業系一般

廃棄物

組合で指定する場

所に搬入するとき
10㎏につき 220円

上記の算出基準によることが著しく実

情にそぐわないとき
必要により管理者が定める額

産業廃棄物

(１)　組合で指定する場所へ搬入する

とき
10㎏につき 440円

総重量が10㎏未満のときは、10㎏と

みなし、総重量が10㎏を超える場合

は、10㎏未満の端数を四捨五入す

るものとする。

(２)　上記の算出基準によることが著し

く実情にそぐわないとき
必要により管理者が定める額

し尿処理施設使用手数料
一般汲取し尿

1.8ｋιにつき
96円

浄化槽汚泥 220円

ynakano
ハイライト表示



別表第２（第32条関係）

分類 種別 品目 サイズ
金額

備考
（円・税別）

家庭用電化製品

音響・ＯＡ

機器

ステレオセット 953

プリンター 477

除湿機・冷風機

953 フロンガスが封入されている物

477
フロンガスが封入されていない

物

石油ストーブ・ファンヒータ

ー
477

特定家庭

用機器及

びパソコ

ンを除く

電化製品 扇風機 477

電気こたつ 477 家具調こたつを除く

掃除機 477

照明器具 477

調理用器具

電子レンジ・オーブンレン

ジ
477

食器洗い機 477

ガスレンジ 477

インテリア収納・寝具

カーペット類
２畳超 953

電気カーペット含む
２畳以下 477

畳 953

インテリア・

家具類

ドレッサー 953

鏡・姿見 477

テーブル・机・学習机 別表に掲げる料金とする。

椅子・ソファー
２人掛以上 953

１人掛 477

収納用品

カラーボックス・衣装ケー

ス
別表に掲げる料金とする。

タンス・戸棚類・食器棚 別表に掲げる料金とする。

物置・ロッカー 別表に掲げる料金とする。（床面積１㎡を超える物は回収できません。）

ダブル・シングルベット 1,905 本体＋マットレス

寝具類
スプリング付マットレス 953 マットレスのみ

スプリングなしマットレス 477 マットレスのみ

布団 477 掛・敷・コタツ布団・毛布等

趣味・娯楽・日用品

スポーツ用

品

スキー板・スノーボード 477
スキー板は２枚・ストック２本で

１組

ゴルフバック 477 クラブは別

ゴルフクラブ 477 14本で１組

電子オルガン・電子ピアノ
スタンド型 1,905

キーボード型 953

楽器・趣味
ミシン

卓上型以外 953

卓上型 477

編み機 477

バーベキューグリル 477

レジャー用

品

スキーキャリア 477 １対で１組

サマーベット 477

キャリーバック・スーツケ

ース
477

ビーチパラソル・テント 477

健康器具
マッサージチェア 1,905

健康器具 別表に掲げる料金とする。

ベビーカー 477

遊具・子供

用品

一輪車・三輪車・歩行器 477

チャイルドシート 477

玩具 別表に掲げる料金とする。

ペット用品 犬小屋・ケージ・サークル 別表に掲げる料金とする。

草刈機・芝刈り機
動力あり 953

動力なし 477

園芸・日曜

大工

スコップ類 477

棒・筒状のもの 477
束ねた直径が10㎝以下を１点

とする

はしご・脚立 別表に掲げる料金とする。

板材・建具 別表に掲げる料金とする。（厚さ５㎜以下は３枚までを１点とする。）



物干し台（１基） 477 コンクリート台含む

物干し竿 477 ５ｍ以内

日用品 アイロン台 477

布団干し 477

自転車（子供・大人） 477

※上記料金表に無い品目については、下記の表の寸法に準じた料金となります。

別表

寸法 金額（単位：円・税別） ・立方体の寸法は前面の幅と高さの合計とする。（奥行きは含まな

い。）

・平面体の寸法は縦と横の合計とする。

・長尺物の寸法は長さとする。（５ｍ以内とする。）

135㎝以下 477

135㎝超～270㎝以下 953

270㎝超 1,905

※その品目としての最小形状の寸法とする。

※収集困難物や処理困難物は取り扱いできない場合があります。

※事業系の粗大ごみ及び産業廃棄物は収集いたしません。

※別表第１に掲げる45リットル（大）の指定袋に入らない物は、粗大ごみとなります。



２　随意契約の理由

粗大ごみ収集業務委託は、市内住民からの粗大ごみ収集の依頼に
併せ玄関先での戸別収集を行うものですが、下水道の整備に伴う
一般廃棄物の合理化に関する特別措置法に基づく代替業務の一部
としていることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
２号の規定に基づき随意契約を行うものです。

粗大ごみ収集業務委託概要

１　業務の内容

構成市内の一般家庭から排出される粗大ごみを事前申込制による玄関先での戸別
収集を実施するものです。
当該業務については、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業の合理化に関する
特別措置法に基づき、後述の「２　随意契約の理由」のとおり、し尿収集の代替
業務としてし尿収集業者である宇佐見産業(株)に蓮田市内の粗大ごみ収集を、
（有）西野商事に白岡市内の粗大ごみ収集を委託するものです。

業務内容
ア　全体
　　収集業者（以下「受託者」という。）は、粗大ごみの収集運搬業務を行う。
イ　収集品目
　　各家庭から排出される粗大ごみ（組合条例に定めた品目）
ウ　収集対象世帯数（令和６年１２月１日現在）
　　蓮田市　２８，５８９世帯
　　白岡市　２３，１１８世帯
エ　収集の連絡
　　平日及び土曜日の収集
　　収集日２日前までに引取依頼者に収集時間等の連絡、調整を行うこと。
オ　収集日及び時間
　　月曜日～金曜日（祝日は除く）午前８：３０～午後４：３０
　　第１、第３土曜日（祝日は除く）午前８：３０～正午
　　※年末の収集については委託者が定める。
カ　収集場所
　　粗大ごみ引取依頼者の玄関先（マンションの場合は集積所）で収集
　　する。
キ  １世帯あたり収集品目数
　　最大５品目又は５点まで収集とする。
ク　収集後の処理
　　委託者の計量器にて計量した後、委託者の指定する場所に粗大ごみを下ろ
　　す。また、リサイクル家具として再利用できるように家具等の運搬には
　　適切な処置を講じること。
ケ　人員
　　収集運搬に必要な人員は１車両あたり２名以上が同乗すること。
　　ただし、集金事務員が同乗する場合には、収集運搬人員を１車両あたり
　　１名以上とすることができる。



３　1日の業務の流れ

業務の全体の流れ
（ア）一般家庭から受付センターへ電話にて収集の申込がなされる。
（イ）受付センターから受託者へ収集先のＦＡＸをする。
（ウ）受託者が収集ルートを作成する。
（エ）収集日２日前、粗大ごみ収集を申し込んだ一般家庭へ受託者
　　から引取時間の連絡を行う。
（オ）収集日前日、委託者から受託者へ翌日収集及び集金分の粗大
　　ごみ収集手数料徴収書を渡す。
（カ）収集日当日、受託者が粗大ごみ収集及び粗大ごみ処理料金の
　　集金を行い、組合まで粗大ごみを運搬し、当日の件数及び金額
　　をまとめた用紙並びに粗大ごみ収集手数料領収書（組合控え）を
　　提出する。
　　処理料金を納付する。

※　関係法令
　　添付書類

◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年１２月２５日法律
　第１３７号） 第６条の２第２項
◇蓮田白岡衛生組合廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例
　（平成１８年条例 第７号）第11条
◇下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業の合理化に関する特別措置
　法（昭和５０年法律第３１号）

粗大ごみ収集業務委託概要



蓮田市内 白岡市内

平成29年3月21日 平成29年3月21日

平成29年4月1日～平成32年3月31日 平成29年4月1日～平成32年3月31日

20,033,697円 13,804,732円

4,300円/件（消費税別） 4,300円/件（消費税別）

19,894,896円 13,709,088円

99.3% 99.3%

H29 6,905,628円 4,811,184円

H30 7,342,164円 5,080,536円

R1 7,487,934円 5,636,612円

随意契約 随意契約

宇佐見産業株式会社　蓮田支店 有限会社　西野商事

蓮田市内 白岡市内

令和2年3月24日 令和2年3月24日

令和2年3月24日～令和5年3月31日 令和2年3月24日～令和5年3月31日

4,730円/件 4,730円/件

4,300円/件（消費税別） 4,300円/件（消費税別）

100％ 100％

R2 9,616,090円 7,057,160円

R3 9,630,280円 6,754,440円

R4 9,005,920円 6,901,070円

随意契約 随意契約

宇佐見産業株式会社　蓮田支店 有限会社西野商事

蓮田市内 白岡市内

令和5年3月30日 令和5年3月30日

令和5年4月1日～令和8年3月31日 令和5年4月1日～令和8年3月31日

5,280円 5,280円

4,700円（消費税別） 4,700円（消費税別）

97.9% 97.9%

年間支払額 R5 9,455,930円 7,227,660円

随意契約 随意契約

宇佐見産業株式会社　蓮田支店 有限会社西野商事

平成２９年度～令和元年度分

粗大ごみ収集業務委託　契約実績

令和２年度～令和４年度分

年間支払額

契約金額（総額）

契約年月日

履行期間

予定価格

落札率

契約金額（単価）

契約の方法

契約事業者

契約金額（単価）

契約の方法

契約事業者

契約事業者

令和５年度～令和７年度分

契約年月日

履行期間

予定価格

落札率

契約年月日

履行期間

予定価格

落札率

契約の方法

年間支払額

契約金額（単価）



件数 品目数 金額 件数 品目数 金額 件数 品目数 金額

4月 173 463 818,290 133 332 629,090 306 795 1,447,380

5月 138 398 652,740 122 301 577,060 260 699 1,229,800

6月 167 417 789,910 118 278 558,140 285 695 1,348,050

7月 151 369 714,230 115 266 543,950 266 635 1,258,180

8月 183 491 865,590 106 253 501,380 289 744 1,366,970

9月 181 487 856,130 135 363 638,550 316 850 1,494,680

10月 194 483 917,620 124 329 586,520 318 812 1,504,140

11月 201 499 950,730 101 249 477,730 302 748 1,428,460

12月 190 507 898,700 166 445 785,180 356 952 1,683,880

1月 145 353 685,850 117 261 553,410 262 614 1,239,260

2月 129 338 610,170 77 168 364,210 206 506 974,380

3月 184 490 870,320 114 278 539,220 298 768 1,409,540

合計 2036 5295 9,630,280 1428 3523 6,754,440 3464 8818 16,384,720

件数 品目数 金額 件数 品目数 金額 件数 品目数 金額

4月 146 355 690,580 117 300 553,410 263 655 1,243,990

5月 168 433 794,640 137 323 648,010 305 756 1,442,650

6月 188 492 889,240 119 316 562,870 307 808 1,452,110

7月 136 311 643,280 108 269 510,840 244 580 1,154,120

8月 183 459 865,590 142 388 671,660 325 847 1,537,250

9月 139 362 657,470 124 301 586,520 263 663 1,243,990

10月 174 449 823,020 118 308 558,140 292 757 1,381,160

11月 159 396 752,070 117 298 553,410 276 694 1,305,480

12月 173 437 818,290 142 324 671,660 315 761 1,489,950

1月 135 328 638,550 86 204 406,780 221 532 1,045,330

2月 128 335 605,440 100 237 473,000 228 572 1,078,440

3月 175 455 827,750 149 406 704,770 324 861 1,532,520

合計 1904 4,812 9,005,920 1,459 3,674 6,901,070 3,363 8,486 15,906,990

件数 品目数 金額 件数 品目数 金額 件数 品目数 金額

4月 157 415 811,690 85 210 439,450 242 625 1,251,140

5月 177 487 915,090 142 389 734,140 319 876 1,649,230

6月 155 392 801,350 140 354 723,800 295 746 1,525,150

7月 177 450 915,090 128 364 661,760 305 814 1,576,850

8月 147 403 759,990 103 265 532,510 250 668 1,292,500

9月 129 322 666,930 115 307 594,550 244 629 1,261,480

10月 193 497 997,810 145 341 749,650 338 838 1,747,460

11月 168 395 868,560 130 348 672,100 298 743 1,540,660

12月 186 400 961,620 145 334 749,650 331 734 1,711,270

1月 98 266 506,660 77 189 398,090 175 455 904,750

2月 117 347 604,890 79 211 408,430 196 558 1,013,320

3月 125 325 646,250 109 279 563,530 234 604 1,209,780

合計 1,829 4,699 9,455,930 1,398 3,591 7,227,660 3,227 8,290 16,683,590

粗大ごみ収集業務委託　収集実績

令和５年度

蓮田市 白岡市 合計

蓮田市 白岡市 合計

令和４年度

蓮田市 白岡市 合計

令和３年度



２　随意契約の理由 指名競争入札のため該当せず

粗大ごみ収集受付及び指定ごみ袋注文受付業務委託　概要

１　業務の内容

蓮田市、白岡市内における一般家庭から排出される粗大ごみの収集受付（収集
予約、問い合わせ対応等）及び蓮田白岡衛生組合指定ごみ袋取扱店（以下「指
定袋取扱店」という。）から注文される指定ごみ袋の受付業務を委託するもの
です。

内　　容
住民からの電話による粗大ごみ収集の予約受付業務及び指定袋取扱店からの指
定ごみ袋の注文受付業務。
ア　粗大ごみ収集予約受付業務について
（ア）住民からの電話対応
　　a  収集予約（予約、予約変更・キャンセル、確認）
　　b  粗大ごみに関する問い合わせ
　　c  その他（ごみの分別、処分方法についての問い合わせ等）
（イ）予約受付データの整理
　　a  粗大ごみ収集予約個別票日報（１回／日）
　　b  粗大ごみ収集及び問い合わせ等に関する連絡表（１回／日）
（ウ）予約受付データの送信
　　　受託者は、翌日朝８時までに委託者へ上記（イ）a及びbの受付データ
　　　のメール送信、並びに粗大ごみ収集業者へ上記（イ）aのファックス送
　　　信をそれぞれ行うものとする。
　　　また、受付内容の変更及び取り消しが発生した場合には、速やかに委
　　　託者及び収集業者へ電話またはファックスにて連絡するものとする。
イ　指定ごみ袋注文受付業務について
（ア）指定袋取扱店からの電話対応
　　a  注文予約（予約、予約変更、確認）
　　b  指定ごみ袋注文に関する質問
　　c  その他問い合わせ等
（イ）注文受付データの整理
　　a  指定ごみ袋注文個別票日報（１回／日）（別紙４参照）
　　b  指定ごみ袋注文受付及び問い合わせ等に関する連絡表（１回／日）
（ウ）予約受付データの送信
　　受託者は、翌日朝８時までに委託者へ上記（イ）a及びbの受付データの
　　メール送信、並びに指定ごみ袋製作業者へ上記（イ）aのファックス送信
　　をそれぞれ行うものとする。
ウ　その他ごみの処分等に関する問い合わせについて
エ　電話受付時間
　　a  平日は、午前８時３０分から午後５時００分までとする。
　　b  土日祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日までの６日間）は除
　　　　く。
オ　その他
　　a  粗大ごみ収集電話受付対象世帯数
　　　　蓮田市及び白岡市の住民　５１，２１４世帯
　　　（令和５年９月１日現在）
　　b  指定ごみ袋注文受付対象店舗数
　　　　指定袋取扱店　１２６店舗（令和５年９月１日現在）



３　1日の業務の流れ

粗大ごみ
①市民から電話にて連絡
　収集予約受付時は以下の事項について確認する。
　（住所、氏名、連絡先、5点までの収集品目、収集希望日）
②受付内容を集計し、１日の最後に組合にはメールで収集業者にはFAXでデー
タ送付する。
③収集申し込み後、内容変更時についても変更内容、申込者情報を当組合及び
収集業者に連絡する。

指定ごみ袋
①指定ごみ袋取扱店より連絡
　袋の注文受付時は以下の事項について確認する。
　（店舗別コード番号、店舗名、袋の種類、数量、希望配送日）
②受付内容を集計し、１日の最後に組合にはメールで配送業者にはFAXでデー
タ送付する。
③注文予約後の変更・キャンセルについては、受付番号と内容を確認し、受付
内容を訂正する。

その他
収集及び指定ごみ袋に関する問い合わせ、クレーム等が寄せられた際は、内容
確認のうえ適切な対応をとる。不明な場合は連絡先を確認し、組合に報告す
る。

※　関係法令
　　添付書類

粗大ごみ収集受付及び指定ごみ袋注文受付業務委託　概要



平成30年3月5日

令和元年10月1日

平成30年4月1日～平成33年3月31日

10,670,400円

10,670,400円

100％

H30 3,556,800円

R1 3,589,734円

R2 3,622,666円

指名競争入札

株式会社クリーン工房

令和3年2月9日

令和3年4月1日～令和6年3月31日

13,666,400円

12,210,000円

89.3％

R3 4,039,200円

R4 4,078,800円

R5 4,092,000円

指名競争入札

株式会社クリーン工房

契約金額

契約金額

契約事業者

契約年月日

履行期間

予定価格

落札率

年間支払額

契約の方法

落札率

年間支払額

契約の方法

契約事業者

令和３年度～令和５年度分

粗大ごみ収集受付及び指定ごみ袋注文受付業務委託　契約実績

平成３０年度～令和２年度分

契約年月日

履行期間

予定価格

変更契約年月日



粗大ごみ収集 指定ごみ袋注文 問い合わせ

件数 件数 件数 金額

4月 300 120 135 336,600

5月 259 84 119 336,600

6月 286 44 118 336,600

7月 276 72 107 336,600

8月 316 94 128 336,600

9月 304 98 123 336,600

10月 327 94 112 336,600

11月 323 117 140 336,600

12月 338 104 137 336,600

1月 287 86 113 336,600

2月 232 81 90 336,600

3月 276 113 125 336,600

合計 3,524 1,107 1,447 4,039,200

粗大ごみ収集 指定ごみ袋注文 問い合わせ

件数 件数 件数 金額

4月 266 89 131 339,900

5月 341 117 106 339,900

6月 302 100 137 339,900

7月 241 87 107 339,900

8月 332 107 130 339,900

9月 266 113 102 339,900

10月 332 106 133 339,900

11月 267 112 131 339,900

12月 293 113 125 339,900

1月 234 75 127 339,900

2月 244 87 106 339,900

3月 322 109 147 339,900

合計 3,440 1,215 1,482 4,078,800

粗大ごみ収集 指定ごみ袋注文 問い合わせ

件数 件数 件数 金額

4月 259 105 117 341,000

5月 325 106 146 341,000

6月 305 98 155 341,000

7月 300 92 112 341,000

8月 262 111 123 341,000

9月 265 85 99 341,000

10月 351 116 151 341,000

11月 287 101 136 341,000

12月 320 106 156 341,000

1月 196 83 105 341,000

2月 206 79 104 341,000

3月 233 92 122 341,000

合計 3,309 1,174 1,526 4,092,000

粗大ごみ収集受付及び指定ごみ袋注文受付業務委託　受付実績

令和３年度

令和４年度

令和５年度



２　随意契約の理由

本業務は、粗大ごみ及びし尿収集にかかる処理手数料を徴収する業務でありま
す。この徴収にあたっては、業務の円滑な遂行並びに手数料納入者である住民の
利便性を考慮し、収集時に行うこととしていることから、蓮田市内の粗大ごみ収
集及びし尿収集委託業者と随意契約を行うものです。

集金業務委託　概要

１　業務の内容

蓮田白岡衛生組合廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例（平成１８年条
例第７号。以下「組合条例」という。）及び蓮田白岡衛生組合手数料徴収事務の
委託に関する規程（平成１８年訓令第２号。以下「組合規程」という。）に基づ
き、一般廃棄物処理手数料の徴収事務を委託することを目的とする。
なお、当該業務は下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業の合理化に関する特別
措置法（昭和５０年法律第３１号）に基づく代替委託業務の一部とするものとす
る。

ア　集金事務
（ア）次に掲げる手数料の集金を行うものとする。
　　ａ　粗大ごみ処理手数料
　　ｂ　し尿処理手数料

（イ）ａ、ｂについては、本業務とは別に委託者が発注する粗大ごみ収集業
　　　務委託及びし尿収集業務委託の履行に併せ本業務を行うものとする。
　　　ただし、本業務専属の人員を配置し業務にあたるものとする。

イ　付帯事務
（ア）粗大ごみ処理手数料
　　　集金事務により手数料を集金した際は、委託者の発行する入金通知書
　　　兼確認書（３枚複写）に収入事務受託者、領収日付の記入及び領収印
　　　を押印し、排出者（市民）の確認を受けた後、排出者に領収書兼確認
　　　書（３枚複写の２枚目）を置いてくること。
　　　また、住民より集金した手数料については、集金ごとに入金通知書兼
　　　確認書（組合保管）を提出するものとする。
　　　また、半月ごとに集金事務内容を取り纏めた報告書を提出し、委託者
　　　が発行する納入通知書兼領収書により納入期限までに支払手続きを行
　　　うこと。

（イ）し尿処理手数料
　　　集金事務により手数料を集金した際は、委託者の発行するし尿収集手
　　　数料領収書（３枚）に収入事務受託者、領収日付の記入及び領収印を
　　　押印し、住民の確認を受けた後、住民にし尿収集手数料領収書（納入
　　　者保管）を置いてくること。
　　　また、住民より集金した清掃券及び手数料については、し尿収集手数
　　　料領収書（組合保管）とともに、半月ごとに集金事務内容を取り纏め
　　　た報告書を提出し、委託者が発行する納入通知書兼領収書により納入
　　　期限までに支払手続きを行うこと。

（ウ）手数料の集金に関しては、受託者の責任において実施するものとす
　　　る。

ウ　実施日及び時間
　　　月曜日～金曜日（祝日は除く）　午前８：３０～午後４：３０
　　　第１、第３土曜日（祝日は除く）午前８：３０～正午



３　1日の業務の流れ

粗大ごみ

①収集の前日（１営業日前）に、衛生担当で印刷した「粗大ごみ収集手数料領
　収書」を、宇佐見産業・西野商事それぞれのレターボックスにて受渡しを行
　う。
②当日の収集時に回収先にて品目・大きさの確認を行い、最終的な手数料額を
　確定してから、排出者から手数料を現金で受領する。（事前に印刷してある
　当初の申込内容から変更があった場合は、手書きで修正を行う。）
③当日の収集がすべて終了したのち、当日の件数、金額をまとめた用紙と、粗
　大ごみ収集手数料領収書の組合控えを窓口に提出する。その際、廃棄物対策
　課の職員が内容を確認する。
④翌営業日に、「粗大ごみ収集作業日報」にて、作業日・作業時間・区域・収
　集品目の種別点数・件数・金額を報告する。
⑤１５日分までと月末分までの各月２回、件数と金額を集計した報告書を提出
　し、廃棄物対策課で内容を確認後、調定伝票を起票する。

※　関係法令
　　添付書類

◇蓮田白岡衛生組合廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例（平成18年
　条例第７号） 第11条
◇蓮田白岡衛生組合手数料徴収事務の委託に関する規程（平成１８年訓令第２
　号）
◇下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業の合理化に関する特別措置法（昭和
　５０年法律第３１号）

集金業務委託　概要



蓮田市内 白岡市内

平成29年3月8日 平成29年3月8日

平成29年4月1日～平成32年3月31日 平成29年4月1日～平成32年3月31日

4,670,265円 3,486,369円

4,447,872円（内粗大925,344円） 3,320,352円（内粗大637,632円）

200円/件（消費税別） 200円/件（消費税別）

95.2% 95.2%

H29 1,403,136円（内粗大321,192円） 1,115,856円（内粗大223,776円）

H30 1,343,304円（内粗大341,496円） 1,076,328円（内粗大236,304円）

R1 1,308,972円（内粗大348,276円） 1,063,832円（内粗大262,168円）

随意契約 随意契約

宇佐見産業株式会社　蓮田支店 有限会社　西野商事

蓮田市内 白岡市内

令和2年3月25日 令和2年3月25日

令和2年3月25日～令和5年3月31日 令和2年3月25日～令和5年3月31日

220円/件 220円/件

200円/件（消費税別） 200円/件（消費税別）

100％ 100％

R2 1,364,220円（内粗大447,260円） 1,076,900円（内粗大328,240円）

R3 1,322,420円（内粗大447,920円） 1,029,160円（内粗大314,160円）

R4 1,260,600円（内粗大418,880円） 1,004,960円（内粗大320,980円）

随意契約 随意契約

宇佐見産業株式会社　蓮田支店 有限会社　西野商事

蓮田市内 白岡市内

令和5年3月29日 令和5年3月29日

令和5年4月1日～令和8年3月31日 令和5年4月1日～令和8年3月31日

291円/件 291円/件

250円/件（消費税別） 250円/件（消費税別）

94.5% 94.5%

年間支払額 R5 1,473,450円（内粗大502,975円） 1,182,500円（内粗大384,450円）

随意契約 随意契約

宇佐見産業株式会社　蓮田支店 有限会社　西野商事

契約金額（総額）

落札率

契約の方法

契約事業者

契約金額（単価）

契約金額

契約金額

契約事業者

令和５年度～令和７年度分

契約年月日

委託期間

予定価格

契約年月日

委託期間

予定価格

落札率

年間支払額

契約の方法

落札率

年間支払額

契約の方法

契約事業者

令和２年度～令和４年度分

予定価格

集金業務委託　契約実績

平成２９年度～令和元年度分

契約年月日

委託期間



粗大件数 し尿件数 金額 粗大件数 し尿件数 金額 件数 金額

4月 173 322 108,900 133 282 91,300 910 200,200

5月 138 320 100,760 122 266 85,360 846 186,120

6月 167 348 113,300 118 281 87,780 914 201,080

7月 151 329 105,600 115 266 83,820 861 189,420

8月 183 325 111,760 106 281 85,140 895 196,900

9月 181 334 113,300 135 267 88,440 917 201,740

10月 194 333 115,940 124 276 88,000 927 203,940

11月 201 320 114,620 101 266 80,740 888 195,360

12月 190 348 118,360 166 278 97,680 982 216,040

1月 145 313 100,760 117 256 82,060 831 182,820

2月 129 332 101,420 77 274 77,220 812 178,640

3月 184 351 117,700 114 257 81,620 906 199,320

合計 2,036 3,975 1,322,420 1,428 3,250 1,029,160 10,689 2,351,580

粗大件数 し尿件数 金額 粗大件数 し尿件数 金額 件数 金額

4月 146 315 101,420 117 268 84,700 846 186,120

5月 168 326 108,680 137 256 86,460 887 195,140

6月 188 316 110,880 119 273 86,240 896 197,120

7月 136 318 99,880 108 259 80,740 821 180,620

8月 183 318 110,220 142 273 91,300 916 201,520

9月 139 322 101,420 124 256 83,600 841 185,020

10月 174 300 104,280 118 270 85,360 862 189,640

11月 159 330 107,580 117 253 81,400 859 188,980

12月 173 333 111,320 142 261 88,660 909 199,980

1月 135 306 97,020 86 241 71,940 768 168,960

2月 128 321 98,780 100 254 77,880 803 176,660

3月 175 321 109,120 149 245 86,680 890 195,800

合計 1,904 3,826 1,260,600 1,459 3,109 1,004,960 10,298 2,265,560

粗大件数 し尿件数 金額 粗大件数 し尿件数 金額 件数 金額

4月 157 294 124,025 85 253 92,950 789 216,975

5月 177 305 132,550 142 243 105,875 867 238,425

6月 155 302 125,675 140 251 107,525 848 233,200

7月 177 304 132,275 128 234 99,550 843 231,825

8月 147 295 121,550 103 243 95,150 788 216,700

9月 129 304 119,075 115 233 95,700 781 214,775

10月 193 304 136,675 145 243 106,700 885 243,375

11月 168 291 126,225 130 226 97,900 815 224,125

12月 186 305 135,025 145 237 105,050 873 240,075

1月 98 283 104,775 77 218 81,125 676 185,900

2月 117 233 96,250 79 301 104,500 730 200,750

3月 125 309 119,350 109 220 90,475 763 209,825

合計 1,829 3,529 1,473,450 1,398 2,902 1,182,500 9,658 2,655,950

集金業務委託　集金実績

令和３年度

蓮田市 白岡市 合計

蓮田市 白岡市 合計

令和４年度

蓮田市 白岡市 合計

令和５年度



12月6日 2月22日

随意契約 随意契約

文進堂印刷株式会社 文進堂印刷株式会社

中央プリント株式会社 中央プリント株式会社

株式会社エコー宣伝印刷 株式会社エコー宣伝印刷

49,830円 49,830円

文進堂印刷株式会社 文進堂印刷株式会社

契約金額

粗大ごみ収集手数料領収書

令和３年度分

契約年月日

契約の方法

見積業者

令和５年度分

契約事業者

業務内容
蓮田市内、白岡市内の一般家庭より排出される粗大ごみの処理手数料を徴収する際
に収集依頼者へ発行する伝票（粗大ごみ収集手数料領収書）の作成を目的とする。
6,000部作成（3,000部×回）

令和４年度分

契約年月日

契約の方法

見積業者

契約金額

契約事業者

業務内容
蓮田市内、白岡市内の一般家庭より排出される粗大ごみの処理手数料を徴収する際
に収集依頼者へ発行する伝票（粗大ごみ収集手数料領収書）の作成を目的とする。
3,000部作成

契約金額 54,450円

契約年月日

契約の方法

見積業者

契約金額

契約事業者

業務内容

51,975円

随意契約

文進堂印刷株式会社

中央プリント株式会社

株式会社エコー宣伝印刷

契約事業者

業務内容
蓮田市内、白岡市内の一般家庭より排出される粗大ごみの処理手数料を徴収する際
に収集依頼者へ発行する伝票（粗大ごみ収集手数料領収書）の作成を目的とする。
3,000部作成

8月26日

随意契約

文進堂印刷株式会社

中央プリント株式会社

株式会社エコー宣伝印刷

51,975円

文進堂印刷株式会社

蓮田市内、白岡市内の一般家庭より排出される粗大ごみの処理手数料を徴収する際
に収集依頼者へ発行する伝票（粗大ごみ収集手数料領収書）の作成を目的とする。
3,000部作成

令和６年度分

契約年月日

契約の方法

見積業者

10月19日

文進堂印刷株式会社

文進堂印刷株式会社

6月28日

随意契約

文進堂印刷株式会社

株式会社イノウ印刷

株式会社エコー宣伝印刷





平成28年2月5日

令和元年10月1日

平成28年6月1日～平成33年5月31日

11,400,782円

10,873,440円（変更契約金額　10,885,040円）

95.4％

H28 1,812,240円

H29 2,174,688円

H30 2,174,688円

R1 2,178,168円

R2 2,181,648円

R3 363,608円

指名競争入札

富士通リース株式会社　関東支店
株式会社内田洋行 営業本部

令和3年5月28日

令和3年6月1日～令和4年3月31日

1,398,430円

1,079,430円

77.2%

年間支払額 R3 1,079,430円

随意契約（第２号）

富士通リース株式会社　関東支店
株式会社内田洋行 営業統括グループ

契約金額

粗大ごみ・指定ごみ袋納付書発行システム借上　契約実績

平成２８年度～令和３年度分

契約年月日

契約期間

予定価格

変更契約年月日

契約事業者

落札率

年間支払額

契約の方法

契約事業者

令和３年度分

契約年月日

契約期間

予定価格

契約金額

落札率

契約の方法



令和3年12月28日

令和3年12月28日～令和9年3月31日

11,411,400円

10,560,000円

92.5％

R3 0円

R4 2,112,000円

R5 2,112,000円

R6 2,112,000円

R7 2,112,000円

R8 2,112,000円

指名競争入札

富士通リース株式会社　関東支店
株式会社内田洋行 営業統括グループ

年間支払額

契約の方法

契約事業者

令和３年度～令和８年度分

契約年月日

契約期間

予定価格

契約金額

落札率



ファイアウォール

無停電電源装置

粗大サーバ 納付書発行システムPC
＊ルータ・ファイアウォールは、
組合ネットワーク機器を利用

粗大ごみ・指定ごみ袋納付書発行システムの流れ

粗大ごみ受付センター 蓮田白岡衛生組合

管理棟電算室 管理棟事務室

ルーター

バーコードリーダー

粗大ごみ収集手数料
領収書発行用ドット

プリンター
事務用複合機

インターネット

ギガライン



粗大ごみ・指定ごみ袋納付書発行システム借上 

 

ＰＣ 

 

サーバー 



件数 品目数 金額 件数 品目数 金額 件数 品目数 金額

4月 173 463 369,660 133 332 273,410 306 795 643,070

5月 138 398 298,120 122 301 243,710 260 699 541,830

6月 167 417 335,120 118 278 229,990 285 695 565,110

7月 151 369 303,220 115 266 221,650 266 635 524,870

8月 183 491 396,390 106 253 230,110 289 744 626,500

9月 181 487 386,450 135 363 305,940 316 850 692,390

10月 194 483 407,850 124 329 252,010 318 812 659,860

11月 201 499 392,610 101 249 211,720 302 748 604,330

12月 190 507 404,740 166 445 370,270 356 952 775,010

1月 145 353 304,250 117 261 226,310 262 614 530,560

2月 129 338 282,870 77 168 147,400 206 506 430,270

3月 184 490 425,190 114 278 249,440 298 768 674,630

合計 2,036 5,295 4,306,470 1,428 3,523 2,961,960 3,464 8,818 7,268,430

件数 品目数 金額 件数 品目数 金額 件数 品目数 金額

4月 146 355 301,610 117 300 253,590 263 655 555,200

5月 168 433 340,950 137 323 290,270 305 756 631,220

6月 188 492 408,300 119 316 277,660 307 808 685,960

7月 136 311 244,550 108 269 214,290 244 580 458,840

8月 183 459 374,320 142 388 326,350 325 847 700,670

9月 139 362 293,870 124 301 258,780 263 663 552,650

10月 174 449 359,730 118 308 259,890 292 757 619,620

11月 159 396 306,830 117 298 246,800 276 694 553,630

12月 173 437 334,500 142 324 266,510 315 761 601,010

1月 135 328 263,980 86 204 167,770 221 532 431,750

2月 128 335 253,040 100 237 193,430 228 572 446,470

3月 175 455 376,510 149 406 364,580 324 861 741,090

合計 1,904 4,812 3,858,190 1,459 3,674 3,119,920 3,363 8,486 6,978,110

件数 品目数 金額 件数 品目数 金額 件数 品目数 金額

4月 157 415 348,780 85 210 183,000 242 625 531,780

5月 177 487 395,370 142 389 318,510 319 876 713,880

6月 155 392 315,230 140 354 271,370 295 746 586,600

7月 177 450 361,290 128 364 282,380 305 814 643,670

8月 147 403 329,480 103 265 210,670 250 668 540,150

9月 129 322 264,540 115 307 262,020 244 629 526,560

10月 193 497 412,080 145 341 303,780 338 838 715,860

11月 168 395 322,520 130 348 289,220 298 743 611,740

12月 186 400 325,000 145 334 278,670 331 734 603,670

1月 98 266 230,660 77 189 169,420 175 455 400,080

2月 117 347 276,180 79 211 167,320 196 558 443,500

3月 125 325 245,700 109 279 238,420 234 604 484,120

合計 1,829 4,699 3,826,830 1,398 3,591 2,974,780 3,227 8,290 6,801,610

令和４年度

蓮田市 白岡市

粗大ごみ収集処理手数料　

蓮田市 白岡市 合計

令和３年度

合計

令和５年度

蓮田市 白岡市 合計



件名 令和３年度 令和４年度 令和５年度

歳入 粗大ごみ処理手数料 7,268,430 6,978,110 6,801,610

粗大ごみ収集業務委託 16,683,590 15,906,990 16,384,720

粗大ごみ収集受付及び
指定ごみ袋注文受付業務委託

4,039,200 4,078,800 4,092,000

集金業務委託 2,351,580 2,265,560 2,655,950

粗大ごみ・指定ごみ袋納付書
発行システム借上料

1,443,038 2,112,000 2,112,000

粗大ごみ収集手数料領収書 49,830 51,975 51,975

小計 24,567,238 24,415,325 25,296,645

歳出

粗大ごみ処理に係る歳入及び歳出状況


